
飛騨市告示第１０６号 

 

 

 

 地方自治法第１０２条第２項の規定により、下記のとおり平成２７年第４回

飛騨市議会定例会を招集する。 

 

 

 

平成２７年６月４日 

 

 

 

飛騨市長   井 上 久 則 

 

 

 

記 

 

 

１ 日 時   平成２７年６月１１日（木）  午前１０時００分 

 

２ 場 所   飛騨市役所 議事堂 

 



日程番号

第１

第２

第３

第４

第５

第６

第７

第８

第９

第１０

第１１

第１２

第1３

第１４

第１５

第１６

第１７

第１８

第１９

第２０

第２１

議案第８８号 飛騨市種蔵山里の暮らし体験施設条例の一部を改正する条例について

議案第８２号

報告第４号 平成２６年度飛騨市一般会計繰越明許費繰越計算書について

報告第５号

報告第６号 株式会社飛騨まんが王国の決算報告（第１７期）について

議案第８６号

飛騨市廃屋対策条例の一部を改正する条例について

平成２７年第４回飛騨市議会定例会議事日程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年６月１１日　午前１０時００分開議

会議録署名議員の指名

事　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名議案番号

会期の決定

株式会社ねっとかわいの決算報告（第１７期）について

議案第８４号 飛騨市土地開発基金条例を廃止する条例について

飛騨市介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第８７号 飛騨市使用料徴収条例の一部を改正する条例について

議案第８５号 飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

報告第７号 株式会社季古里の決算報告（第１４期）について

議案第８３号 飛騨市積立基金条例の一部を改正する条例について

議案第９５号

議案第９０号

平成２７年度飛騨市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（補
正第１号）

議案第８９号 財産の出資について

平成２７年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）

議案第９４号

議案第９６号

平成２７年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第１号）

平成２７年度飛騨市公共下水道事業特別会計補正予算（補正第１号）

民事調停の申立てについて

議案第９１号 飛騨市克雪住宅整備補助金に関する条例を廃止する条例について

議案第９２号 平成２７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第１号）

議案第９３号



日程番号

第２２

第２３

第２４

第２５ 議案第１００号 平成２７年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第１号）

平成２７年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正第１
号）

議案第９８号

議案番号 事　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　名

議案第９９号

平成２７年度飛騨市情報施設特別会計補正予算（補正第１号）

平成２７年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第１号）

議案第９７号



日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 報告第４号 平成２６年度飛騨市一般会計繰越明許費繰越計算書について

日程第４ 報告第５号 株式会社ねっとかわいの決算報告（第１７期）について

日程第５ 報告第６号 株式会社飛騨まんが王国の決算報告（第１７期）について

日程第６ 報告第７号 株式会社季古里の決算報告（第１４期）について

日程第７ 議案第８２号 飛騨市廃屋対策条例の一部を改正する条例について

日程第８ 議案第８３号 飛騨市積立基金条例の一部を改正する条例について

日程第９ 議案第８４号 飛騨市土地開発基金条例を廃止する条例について

日程第１０ 議案第８５号 飛騨市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

日程第１１ 議案第８６号 飛騨市介護保険条例の一部を改正する条例について

日程第１２ 議案第８７号 飛騨市使用料徴収条例の一部を改正する条例について

日程第１３ 議案第８８号 飛騨市種蔵山里の暮らし体験施設条例の一部を改正する条例について

日程第１４ 議案第８９号 財産の出資について

日程第１５ 議案第９０号 民事調停の申立てについて

日程第１６ 議案第９１号 飛騨市克雪住宅整備補助金に関する条例を廃止する条例について

日程第１７ 議案第９２号 平成２７年度飛騨市一般会計補正予算（補正第１号）

日程第１８ 議案第９３号 平成２７年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算（補正第１号）

日程第１９ 議案第９４号 平成２７年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第１号）

日程第２０ 議案第９５号 平成２７年度飛騨市公共下水道事業特別会計補正予算（補正第１号）

日程第２１ 議案第９６号 平成２７年度飛騨市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（補
正第１号）

日程第２２ 議案第９７号 平成２７年度飛騨市下水道汚泥処理事業特別会計補正予算（補正第１号）

日程第２３ 議案第９８号 平成２７年度飛騨市情報施設特別会計補正予算（補正第１号）

日程第２４ 議案第９９号 平成２７年度飛騨市水道事業会計補正予算（補正第１号）

日程第２５ 議案第１００号 平成２７年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算（補正第１号）

本日の会議に付した事件



〇出席議員（１６名）

　１番 前 川 文 博

　２番 中 嶋 国 則

　４番 洞 口 和 彦

　５番 野 村 勝 憲

　６番 後 藤 和 正

　７番 福 田 武 彦

　８番 菅 沼 明 彦

　９番 内 海 良 郎

１０番 森 下 真 次

１１番 欠 員

１２番 谷 口 充 希 子

１３番 天 木 幸 男

１４番 葛 谷 寛 徳

１５番 山 下 博 文

１６番 池 田 寛 一

１７番 籠 山   恵 美 子

〇説明のため出席した者
　 の職氏名

市長 井 上 久 則

副市長 白 川 修 平

教育長 山 本 幸 一

代表監査委員 福 田 幸 博

会計管理者 野 村 重 昭

総務部長 小 倉 孝 文

財政課長 野 村 久 徳

教育委員会事務局長 石 腰 豊

企画商工観光部長 水 上 雅 廣

環境水道部長 藤 井 義 昌

市民福祉部長 谷 澤 敦 子

農林部長 柏 木 雅 行

基盤整備部長 青 木 孝 則

消防長 沢 之 向 光

病院管理室長 川 上 清 秋

〇職務のため出席した
　 事務局員

議会事務局長 東 佐藤司

書記 中 垣 由 香



1 

 

（ 開会 午前１０時００分 ） 

◆開会 

◎議長（葛谷寛徳） 

本日の出席議員は全員であります。執行部では、企画商工観光部長水上雅廣君が欠席

であります。それでは、ただ今から平成２７年第４回飛騨市議会定例会を開会いたしま

す。 

直ちに、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありま

す。 

 

◆日程第１ 会議録署名議員の指名 

◎議長（葛谷寛徳） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第

８１条の規定により５番、野村勝憲君、６番、後藤和正君を指名いたします。 

 

◆日程第２ 会期の決定 

◎議長（葛谷寛徳） 

日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、

本日６月１１日から７月１日までの２１日間といたしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛徳） 

ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日６月１１日から７月１日ま

での２１日間と決定いたしました。 

 

◆諸般の報告 

◎議長（葛谷寛徳） 

この際、諸般の報告を行います。議長がこれまで受理しました請願、陳情等は、お手

元に配付の請願・陳情等整理簿のとおりであります。請願につきましては、所管の常任

委員会に付託いたしますので併せて報告いたします。 

議長活動報告および監査委員からの例月現金出納検査の結果についての報告につきま

しては、それぞれお手元に配付のとおりであります。それをもって報告に代えさせてい

ただきます。以上で、議長の報告を終わります。 

続きまして、市長から発言の申し出がございますので、これを許可いたします。 

（「議長」と呼ぶ声あり。） ※以下、この「議長」と呼ぶ声の表記は省略する。 

◎議長（葛谷寛徳） 

市長、井上久則君。  ※以下、この議長の発言者指名の表記は省略する。 
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〔市長 井上久則 登壇〕 

△市長（井上久則） 

皆さん、おはようございます。本日、平成２７年第４回飛騨市議会定例会が開催をさ

れまして、７月１日までの２１日間にわたり数多くの案件につきましてご審議をいただ

きますが、よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますようにお願いを申し上げま

す。 

お手元に諸般の報告を配付させていただいていますが、主な事柄につきまして報告さ

せていただきます。 

はじめに、「飛騨市リサイクルセンター竣工式」について報告いたします。３月２９日

に関係者の出席のもと竣工式を迎えることができました。飛騨市内で発生する資源ごみ

や粗大ごみ等は、河合町、神岡町の２ヶ所の施設や民間会社に委託して処理しておりま

したが、設備の老朽化、作業効率や利便性の向上のため、新しいリサイクル施設を建設

することとし計画を進めてまいりました。 

この施設の建設につきましては、環境省の循環型社会形成推進交付金事業の採択をい

ただきました。取り扱い品目は金属など２０品目で、粗大ごみの破砕処理設備も備えて

いるところでございます。 

持ち込まれる処理対象物を環境負荷の低減を考慮した方法で、安定的かつ効率的に処

理するとともに、資源化率の向上により、快適な生活環境の実現に寄与するものと考え

ています。 

次に、４月５日開催の「平成２７年度飛騨市消防団入退団式」について報告いたしま

す。 

本年度の入団者は基本団員２５名、災害支援団員１５名の計４０名でございます。退

団者は基本団員が３５名で、実員８３４名となり、昨年度より５名増員となりました。

これは昨年度、災害支援団員に係る要綱を改正し、多くの支援団員にご協力いただける

体制に整備したことが、要因の一つと考えております。 

人口減少、高齢化により、消防団員の確保が大きな課題となっている中で、このよう

な地域のためにご尽力いただける市民がみえることは大変有り難いことでございます。 

昨今は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図るため、消防団員に求められ

る活動内容が多岐にわたっており、教育訓練や研修内容もより高度なものへと変わりつ

つあります。幹部団員を中心に、指揮命令系統の確立を目的とした訓練を行うなど、消

防団の組織力を高めるための取り組みを行っておるところでございます。 

次に、「宮川振興事務所・宮川町公民館複合施設」の起工式について報告いたします。 

４月１４日、施工業者をはじめ関係者が出席のもと、起工式が執り行われました。 

宮川振興事務所、宮川町公民館は建築後４０年を経過し、老朽化が進み、耐震判断で

も不適合となったため、早急な対策が求められておりました。新しい施設は、鉄筋コン

クリート造、２階建て延床面積約９６０㎡で、振興事務所と公民館機能を併せ持つ施設
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となります。 

完成は本年１２月、今年度中に供用開始の予定ございます。完成後は地域の活動拠点

として、皆さまにますます親しんでいただける施設となる様、まずは安全最優先で工事

を進めてまいります。 

次に、４月２３日に飛騨市の豊富な水資源を活用した小水力発電事業の起工式が宮川

町菅沼地区で執り行われました。工事関係者、地元関係者、そして私も参加させていた

だき、工事の起工を祝いました。 

この事業は、ご存じのとおり、大和ハウス工業株式会社、株式会社東芝の子会社であ

る、シグマパワーホールディング合同会社、そして地元の坂本土木株式会社の３社が共

同出資をした「ＤＴＳ飛騨水力発電株式会社」が行うもので、工事完成は平成２９年１

０月で、翌１１月から売電が予定されております。この事業による発電量は１９６９．

５キロワットで、これは一般家庭、約２，６００戸分をまかなう発電量となり、二酸化

炭素の削減量も年間、約７，０００トンが予定をされておるところでございます。 

最後に、飛騨首長連合による要望活動について報告をいたします。 

一昨日の６月９日でございますが、飛騨三市一村の首長全員で財務省田中主計局長、

国土交通省徳山技監および国土茅野防災課長を訪れまして、金子先生の立ち合いのもと

中部縦貫自動車道及び国道４１号整備促進に関する要望を行ってまいったところでござ

います。 

具体的には１つは、２８年度に十分な道路予算を確保して欲しいということ。それか

ら、中部縦貫の高山ＩＣから丹生川ＩＣの事業促進及び丹生川から平湯間の早期事業化 

それから３番目に国道４１号線の飛騨市神岡町地内における先般、採択をいただきまし

た船津割石防災の事業促進並びにその以北の雨量規制区間の早期の解消ということで要

望させていただいたとこころでございます。 

こういったことにつきまして、財務省、国交省につきましてしっかりとご説明をして

参ったところでございます。以上、諸般の報告とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

〔市長 井上久則 着席〕 

◎議長（葛谷寛徳） 

以上で市長の発言を終わります。 

 

◆提案理由・総括説明 

◎議長（葛谷寛徳） 

それでは、ここで市長より今定例会における議案の提案理由、総括説明を求めます。 

〔市長 井上久則 登壇〕 

△市長（井上久則） 

それでは、今議会に提案いたしております案件についてご説明を申し上げます。 
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今回は、報告案件が４件、条例改正案件が８件、財産の出資案件が１件、民事調停の

申し立て案件が１件、補正予算にかかる案件が９件の合計２３案件であります。 

報告案件でございますが、平成２６年度飛騨市一般会計繰越明許費繰越計算書につき

ましては、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業ほか２７事業でございます。 

その他、株式会社ねっとかわいの決算報告、株式会社飛騨まんが王国の決算報告、株

式会社季古里の決算報告についてでございます。 

なお、条例改正、補正予算などの案件につきましては、後ほど説明をさせていただき

ますので、よろしくお願いをいたします。 

〔市長 井上久則 着席〕 

◎議長（葛谷寛徳） 

以上で市長の説明を終わります。 

 

◆日程第３ 報告第４号 平成２６年度飛騨市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

◎議長（葛谷寛徳） 

日程第３、報告第４号、平成２６年度飛騨市一般会計繰越明許費繰越計算書について、

を議題といたします。説明を求めます。 

〔総務部長 小倉孝文 登壇〕 

□総務部長（小倉孝文） 

おはようございます。報告第４号について、説明させていただきます。 

別紙事業について、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使

用するもので、同法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、平成２６年度飛騨市一般

会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。次ページをお願いいたします。 

平成２６年度飛騨市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましては、２款、総務費、

１項、総務管理費、番号１、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業から１１

款、災害復旧費、２項、公共土木施設災害復旧費、番号２８、土木施設補助災害復旧事

業、市道杉原７号線災害普及工事までの２８件でございます。 

事業の内容につきましては、平成２６年６月開催の議会定例会の補正第１号、平成２

６年１２月開催の議会定例会の補正第４号、平成２７年１月開催の臨時議会の補正第５

号および３月開催の議会定例会の補正第７号で説明をさせていただいたとおりでござい

ます。 

事業費翌年度繰越額につきましては、９億３，２８０万３，０００円でございます。

財源内訳につきましては、計算書のとおりです。よろしくお願いいたします。 

〔総務部長 小倉孝文 着席〕 

◎議長（葛谷寛徳） 

報告が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり。） 
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◎議長（葛谷寛徳） 

なしと認めます。これで質疑を終結し、報告第４号を終わります。 

 

◆日程第４ 報告第５号 株式会社ねっとかわいの決算報告（第１７期）について 

◎議長（葛谷寛徳） 

日程第４、報告第５号、株式会社ねっとかわいの決算報告、第１７期について、を議

題といたします。説明を求めます。 

〔副市長 白川修平 登壇〕 

□副市長（白川修平） 

おはようございます。それでは、株式会社ねっとかわいの決算報告について報告を申

し上げます。 

報告第５号、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社ねっとかわい

に関する第１７期の経営状況を別紙のとおり報告するものでございます。 

ねっとかわいにつきましては、なかんじょ川、よーらん館、ＹｕＭｅハウス、クリエ

イトセンター、友雪館、雪姫、アスク山王のやまびこ館、ゆうわ～くはうすの食堂と風

呂の部門、香愛ローズガーデン、スキー場、それからスキー場の食堂部分、それからイ

ベント事業と若干でございますが、住宅事業等を行っておるものでございます。 

それでは、決算書に基づきまして説明をさせていただきます。 

２枚めくっていただきましたところに、損益計算書が出ておりますので、この中で説

明をさせていただきます。 

２行目でございますが、売上高決算額が１億９００万円余りということで、前期に比

べまして１，１００万円余りの減額となっております。その下でございますが、指定管

理料につきましては、６，２９０万円余りということで、１５０万円余り増えておりま

す。売上原価でございますが、３，６００万円余りということで、前期と比べまして３

６０万円余り減額となっております。これは、売上の減少に伴いまして売上原価も減少

したものと理解をいたしております。 

３の販売費及び一般管理費でございますが、１億４，４６０万円余りということで、

前期と比べまして４３０万円余り減少いたしております。内訳で大きなものにつきまし

ては、給与手当等が２４０万円の減。備品消耗品の内訳で１３０万円余り減少いたして

おるものでございます。 

その下ひとつ飛びまして、営業外収益の中の一番下でございますが、雑収入というこ

とで２５８万円余りを計上いたしております。これにつきましては、スノーモービルの

購入費補助９９万６，０００円余りが増加したものございます。その結果、一番下でご

ざいますが、当期純損失としまして６１０万８，４９８円を計上いたしておりまして、

前期と比べまして９５万円ほどの純損失が増えておる。損失額が増えたということでご

ざいます。これを基にしまして、前のページに戻っていただきまして、貸借対照表でご
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ざいますが、左上のところの資産の部、３行目の現金及び預金につきましては、１億７

７０万円余りということで、４４０万円余り減額をいたしております。これは、赤字決

算に伴いまして現金預金が減ったというふうに理解をいたしております。 

右側の負債でございますが、ほとんど変動がございません。変わりましたのはその下

のところでございまして、純資産の部としまして３の利益剰余金でございますが、△の

８５２万１，０００円余りということで、前期と比べまして６１０万円余り欠損金が増

えておるということでございます。これにつきましては、先ほど申しましたように赤字

欠損に伴いまして、一番下のところの繰越利益剰余金が△の１，８３７万円余りの決算

になったということに伴うものでございます。以上でございます。 

〔副市長 白川修平 着席〕 

◎議長（葛谷寛徳） 

報告が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

○１７番（籠山恵美子） 

  毎度のことなんですけれども報告で出てくるこの決算報告なんですけどね。改めてこ

の鏡の部分では、地方自治法によって経営状況を報告するということで出てるんですけ

れども、なかなかこの数字の羅列だけでは分からないです。 

  実際、副市長が最初に説明されたように、ねっとかわいの場合はいくつもの施設を抱

えています。それが、トータルで株式会社ねっとかわいとしての収支報告しか出ていま

せんけれども、実際にそれをチェックする側としてのですね、行政側としてはねっとか

わいの一年間の経営状況の中でいくつもある施設の中で、例えばこの施設は大変な問題

を抱えているとか、或いは、この施設は順調に行ってますとかってそういう総括をぜひ

お聞きしたいと思いますが。いかがでしょうか。 

□副市長（白川修平） 

  冒頭に申し上げました施設ごとの決算でございますが、赤字決算となっておりますの

がなかんじょ川で、５０万円余り。それから、友雪館が１００万円余り。それから、雪

姫が３５０万円余り。やまびこ館が４０万円余り。ゆうわ～くはうすの食堂部門が６０

万円余り。それから総務費ということで、事務所費、それから役員等の費用でございま

すが、この部分が１，０００万円余りかかっておるということで、これにつきましては

施設で赤字を計上いたしております。 

  黒字となっておりますのが、よーらん館で６０万円余り。ＹｕＭｅハウスで、４０万

円余り。クリエイトセンターで、６０万円余り。ゆうわ～くはうすの風呂の方につきま

しては、７０万円余りの黒字を計上いたしております。 

  これらのことを総括して私どもの感想でございますが、決算の中で説明を申し上げま

したように、売上額が１，１００万円余り減少いたしております。従いましてこれまで

の取り組みの中では、こうした傾向が今後も続いて行くんだろうということの中でもう

一度この経営状況につきまして、抜本的に見直しをしなければいけない。現在、トーマ
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ツの方に入っていただきまして経営の分析と新たな事業展開について相談をしていただ

いておる最中でございますが、そうした取り組みが更に求められるんだろうなというこ

とは私どもの方で感想として持ってますし、その通りのことは事業者に対してお伝えを

させていただいたところでございます。 

◎議長（葛谷寛徳） 

他に質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛徳） 

以上で質疑を終結し、報告第５号を終わります。 

 

◆日程第５ 報告第６号 株式会社飛騨まんが王国の決算報告（第１７期）について 

◎議長（葛谷寛徳） 

日程第５、報告第６号、株式会社飛騨まんが王国の決算報告、第１７期について、を

議題といたします。説明を求めます。 

〔副市長 白川修平 登壇〕 

□副市長（白川修平） 

それでは報告第６号、株式会社飛騨まんが王国の決算につきましてご説明を申し上げ

ます。 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社飛騨まんが王国に関する第

１７期の経営状況を別紙のとおり報告するというものでございます。 

飛騨まんが王国につきましては、大きな業務としましては、おんり～湯関連の運営業

務。それから、ナチュールみやがわの運営業務。それから委託事業としまして、打保ス

トア。それからスクールバス等の運転の受託業務というのが大きな業務でございます。 

決算内容につきましては、決算報告書の方で説明をさせていただきます。 

２枚めくっていただきましたところに、損益計算書が載っておりますので、こちらの

方で説明をさせていただきます。先ほどのねっとかわいと決算書が反対になっておりま

す。左側が当期で、右側が前期で、差額となっておりますので、当時の方で説明をさせ

ていただきたいと思います。 

売上につきましては６，２４０万円余りということで、前期とほぼ同額を計上させて

いただきました。特に増えておりますのが、その２つ下でございますが、宿泊の売上と

いうことで、８２０万円余り。前期よりも１４０万円余り増えておるところでございま

す。特にサミットハウスの宿泊につきましては、昨年の８月は非常に雨が多くて災害も

あったわけでもございますが、こうした悪循環の中にも関わらず、宿泊が伸びておると

いうような決算を示しております。 

また、料理の売上につきましても増えておるということでございます。 

今度は、売上原価のところでございますが、２，１３０万円余りということで、こち



8 

 

らにつきましては、１８０万円余り増えております。特に料理の仕入れにつきまして１

１０万円余り増えておるということで、料理の売上以上に仕入原価が増えておるという

ことで、これにつきましては経営状況の中で、少し問題だというふうに考えております。 

それから中段、少し下の所でございますが、販売費及び一般管理費ということで７，

６６０万円余りを計上いたしております。これにつきましては、前期と比べまして３３

０万円余りの増額となっておりますが、一番大きなものは、新たに料理長を採用したと

いうことで、この分の人件費が増えたこと。それから、季古里の方から人員派遣を受け

まして職員が増えたということで、季古里に対します人件費分が増えて一般管理費が増

えたものでございます。 

  それから下から４行目でございますが、補助金収入ということで２，０６０万円余り

を計上いたしております。これにつきましては、赤字補てん分の８００万円に加えまし

て１，２００万円余り増えてますが、これはサミットハウスの洋室のリニューアル及び

ユニットバス４部屋を改修したものが２６０万円余り。それから経営改善に向けました

パイロット事業ということで、スノーモービルの購入。それから、かまくらディナー。

それから、漫画人材の公募業務ということで、９５０万円余りの補助を見たものが増額

となっております。 

その結果、一番下でございますが、当期純利益が７４０万円余りということで前期と

比べまして６３０万円余り増額となっておるところでございます。 

前のページに戻っていただきまして、貸借対照表でございます。 

現金預金につきましては、５，６００万円余りということで、前期とほとんど異動が

ございません。大きな変動としましては、中段。固定資産のひとつ上ですが、未収金が

５６０万円余りということで、前期と比べまして４１０万円余り増えておりますが、こ

れは市からの補助金が３月末に入らなかったということでございまして、その内訳とし

ましては先ほど説明しました洋室のリニューアル工事等の２６０万円、それからパイロ

ットプロジェクトの分の残額１５２万円余りが３月まで収入されなかったことに伴うも

のでございます。 

それから、下から３行目でございますが、建設仮勘定ということで、決算の中で仮勘

定に計上をされましたのが９９４万円余りございます。これは、リニューアルに伴うも

のとパイロットプロジェクトに伴うものにつきまして建設仮勘定で計上されております。 

右側でございますが、流動負債でございます。上から４行目の未払金つきまして、８

２９万円余りが計上されております。前期と比べまして３４０万円余り増えておるわけ

でございますが、これは、漫画人材の公募に係る委託事業につきまして、未払いのまま

繰り越しをしたものでございまして、この分が３７０万円余りあるということで増えて

おるものでございます。 

それから株主資本のところでございますが、下から３行目繰越利益剰余金が２，６８

０万円余りの△といいますか欠損期がでておるわけでございますが、前期と比べまして
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７４０万円余り改善をいたしております。これは、黒字決算をしたことに伴いまして、

繰越利益剰余金が改善したものでございまして、同額が利益剰余金の増額に繋がってお

るものでございます。 

以上で報告を終わらせていただきます。 

〔副市長 白川修平 着席〕 

◎議長（葛谷寛徳） 

報告が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

○１７番（籠山恵美子） 

  これも同じなんですけれども、ただ、なかなか株式会社飛騨まんが王国のこういう報

告を見て、私達どういうふうに受け止めていいのかという時に、前にも指摘したんです

けれども、こういう計算方式の様式が違います。統一したらいかがということを前にも

言いましたけれども、それぞれのやり方があってそれで結構だというのが執行部の答弁

でしたので、民営化したそれぞれの株式会社ですから、それぞれの株式会社のやり方を

尊重するという意味でそれを受け止めているんだろうと。行政は。と思って、私それは

いいだろうと思ってそれ以上のことは突っ込んでいません。ですけれども、例えばね、

分かりにくいので、教えていただきたいんですけれども、ねっとかわいの報告があまし

た。販売費及び一般管理費の計算内訳というのが言ってみれば、一般の私達がですね会

社そのもののどういうふうな経営で成り立っているのかっていうことを自分達の家計と

照らし合わせて、ああなるほど。と理解するのに一番分かりやすいんですよ。この表が。 

それで言いますと、例えば、まんが王国の今の決算の販売費及び一般管理費のこの報

告からは、例えばですね、そこで働いている方がたの給料手当というものが実際の売上

高の中でどのくらいの割合を占めるのかということは全くわかりません。 

これ、まんが王国（資料から「ねっとかわい」の言い違い）も次に出てくる季古里も

それはちゃんとしています。比率が分かります。このまんが王国の場合は、その給与手

当というものは売上高のどのくらいの比率を占めているのか、それは市がきちんと把握

して分析しているんであれば、その比率を教えてください。 

◎議長（葛谷寛徳） 

答弁を求めます。 

□副市長（白川修平） 

  この件につきましては、前回も同じ答弁をさせていただいたわけでございますが、こ

れは、全ての会社において、統一の決算様式で報告するということは、これは今の商法

だとか、上場企業のいろいろな法律がかぶっているわけでございますが、統一した様式

の中で決算をするということはございません。会計につきましては、会計公準というよ

うな一定の経理の仕方があるわけでございますが、それを詳細に渡りまして細分化した

ところを同じものの中で判断するということは、現在の我が国の司法取引の中では決め

られていないことでございます。 
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  ある程度、出されたものにつきまして市としてですね、把握ができるかどうかという

ことで受け取っておるわけでございますので、この議会に出す書類もですねそれに合わ

せて一定の枠をかぶせて同じ様式で提案していただきたいということにつきましては、

ご趣旨としては理解できるところもございますが、現実問題としては、そこまで求めら

れていないというふうに理解をいたしております。 

  （不規則発言あり） 

◎議長（葛谷寛徳） 

  しばらくお待ちください。 

□副市長（白川修平） 

  当期の売り上げ６，２４０万円に占める割合としましては、４６・４％でございます。 

○１７番（籠山恵美子） 

  ４６・４％ですね。分かりました。 

  先ほど説明がありました、このまんが王国の新たな支出が増えたととういう説明なん

ですけどね。特に第三セクターから始まって民営化された特に収支報告の義務を持って

いるこの３株式会社の収支報告ですけれども、このまんが王国の件に関して言いますと、

先ほど説明があった。細かいことは言いません。調理場の問題があったと思います。私

の中にもいくつも相談が舞い込んでおりました。この間。そのことに対する不正常な要

するに、仕入れをどれだけにしているかということと、それと売り上げに反映するとい

うことでの不正なお金の出入りがあったと思っているんですけれども。要するに結果と

して帳尻が合わないんですもんね。原価に対してどれだけ提供したかって。そこで儲け

をとらなきゃならないのにそうにはなってないっていうことが結局は差額が出てきてい

るわけですから、その辺りの行政指導、行政のチェックというものはどのようにされた

ということを聞きたいです。 

つまり、直営であれば議会の中できちんと議員がチェックできます。いろんな問題を。

だけれども、民営化した以上はなかなか、この収支報告という、ただ紙っぺら１枚で数

字でしかでてきませんので、その中で経営状況を報告するというふうに地方自治法上は

なっていますけれども、その中身についてはなかなか私達は知り得ません。 

だけれども、そういう中で起きている問題は、私の中にもいろんな相談があります。 

そういう時に、行政がどういうチェックとして、それをどういうふうに解決する手立

てをとったのか。それは分からないです。民営化しちゃってるもんですから。 

だけれども、今、まんが王国から出てきた一部の数字の報告聞いても、ああ、あの問

題が影響してるんだろうなということがあります。そのあたり、率直にですね、どうい

う総括をしたのか教えていただきたいと思います。 

◎議長（葛谷寛徳） 

答弁を求めます。 

□副市長（白川修平） 
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  籠山議員がおっしゃたように不正があったというようなことにつきましては、私ども

の方としては、そのような認識はいたしておりません。 

  ただ、経営としまして、売り上げ原価に比べて収入が少ないということについては、

原価以上に安く提供しておるということでございますので、このことにつきましては問

題があるというふうに思っております。 

ただですね、仕入れにつきましては、若干、実際に商品にするまでとそれから倉庫に

寝かせておくと言いますか、そういうものとのタイムラグがございます。それからもう

ひとつは、経営全体でみたときに、例えば食堂部分も黒字にこちらも黒字にするという

ことではなくて、こちらは多少、経営上損をしてもこちらで設けるといったようなこれ

は、経営者に対するその裁量権の範ちゅうだというふうに思っていますので、その調理

人をどのような形で採用し、どのような形で会社を運営していくかということにつきま

しては、これは、経営者全体のことでございますので、私の方としましては、籠山議員

がおっしゃたように不正があったとか、法律に基づくような違法行為があったというこ

とにつきましては、厳しく対応しなければいけないというふうに思っていますが、会社

を経営するための問題につきましては別の次元として捉えていきたいというふうに思っ

ております。 

○１７番（籠山恵美子） 

  つまり、調理場でいろいろ起きている問題については、真相はどうであったのかとい

うことはきちんと捉えてその上で、別に不正はなかったと。経営で上手くやっているこ

となんだと。原価で高い材料を仕入れても、それよりも安く商品として、仕出しとして

提供しても、それはその範ちゅうですよということで。要するに経営手腕だとして。行

政だというものは認めていくもんだとそういう認識でいいですか。 

◎議長（葛谷寛徳） 

答弁を求めます。 

□副市長（白川修平） 

  少し認識が違っておるというふうに思っておりますが、私どもの方で把握しておりま

すのは、ひとつはですね、調理人の業務をやっていただいておる方が別の業務も兼ねて

やっていただいたことについて、新たに調理人として専門の方を採用したというふうに

聞いております。またですね、料理をされる方は、料理に対するこだわりといいますか、

そういう意識が強いということで、経営者としての儲けの部分につきまして若干、経営

する人と調理人との考え方に違いがあったということで、そうしたことも含めて調理人

を替えたというふうに私は聞いております。 

○４番（洞口和彦） 

  いろいろな指定管理の中で、いろいろ売り上げを増やすというのは難しいということ 

が現状でございます。特に、この報告の中でですね、宿泊者が昨年は雨の中にも関わら

ず１４０万程増えております。ということは、かなりの方が宿泊されたということです
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が、この増加は、イベントによるものなのか。今までの宣伝効果の表れなのか。それか

ら特に宿泊される方はですね、どこからみえている人が多いのか。増についてですね。

教えていただきたいと思います。 

◎議長（葛谷寛徳） 

答弁を求めます。 

□副市長（白川修平） 

  私どもの方で把握をいたしておりますのは、鮎コンテストの中で、宮川の鮎が準グラ

ンプリという賞を受けられまして、２０選でしたが３０選の中に入ったということで、

これが鮎釣りマニアの中に浸透したということが一番大きな要因だというふうに思って

おります。この宮川の鮎のグランプリにつきましては、宮川下流の漁業協同組合の方で、

鮎釣り客を増やすために、毎年毎年、グランプリに応募されて昨年も準グランプリとい

う成績を取られた。これが一番大きな要因だというふうに思っております。 

  それから、お客様でございますが県外の方が多い。むしろ泊まられる方につきまして

はほとんど県外の方だというふうに伺っておるところでございます。 

◎議長（葛谷寛徳） 

他に質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛徳） 

以上で質疑を終結し、報告第６号を終わります。 

 

◆日程第６ 報告第７号 株式会社季古里の決算報告（第１４期）について 

◎議長（葛谷寛徳） 

日程第６、報告第７号、株式会社季古里の決算報告、第１４期について、を議題とい

たします。説明を求めます。 

〔副市長 白川修平 登壇〕 

□副市長（白川修平） 

それでは、報告第７号、株式会社季古里の決算につきまして報告をさせていただきま

す。 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社季古里に関する第１４期の

経営状況を別紙のとおり報告するということでございます。 

季古里につきましては、ホテル季古里、すぱ～ふる、ふれあい広場、黒内の屋内運動

場の施設管理に関するものが主なものでございます。 

それでは、２枚めくっていただきまして、損益計算書の方から説明させていただきた

いと思います。 

売上高につきましては決算額１億３，６００万円余りということで、昨年度よりも６

００万円余り減少いたしております。大きなものといたしましては、すぱ～ふる３１０
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万円余りの減。それから、すぱ～ふるのレストラン部門が１，０４０万円余りの減とい

うことで、これが大きいものでございます。 

反対に、ホテルの売上につきましては１億７００万円余りということで８３０万円余

り増えておるところでございます。これにつきましては、特に季古里の場合にインバウ

ンド戦略に力を入れてみえまして、昨年度、この期の外国人につきましては２，４７７

名の方が季古里に泊まられたということでございます。こうしたことがホテルの方の売

り上げに繋がっておるということでございます。 

古川ふれあい広場の売り上げにつきましては、夏場、天候が悪かったということで、

６２万円ほどの減額となっておるところでございます。 

続きまして、売上原価でございますが、前年度とほとんどおなじような決算を示して

おるところでございます。 

しかしながら、すぱ～ふるのレストラン部門につきましては、昨年、外部委託に回さ

れたということで、仕入れの原価が５３０万円余り減少いたしております。反対にホテ

ルの仕入れにつきましては、宿泊者が増えたということで２４０円余り増えているとこ

ろでございます。 

販売及び一般管理費につきましては、１億６，２００万円余りということで、１９０

万円余りの減額となっていますが、これにつきましては、まんべんなく薄くなったとい

うことで、全体にコストカットが徹底をしてきたと受けとっておるところでございます。 

続きまして、営業外収益でございますが、指定管理料につきましては、５，６００万 

円余りということで、これは、２，７００万円余り増えております。これにつきまして

は、前期までは補助金として８７０万円余りを出しておったわけでございますが、この

分も増えたということで今期は指定管理料５，６００万円余りの収入となっております。   

それから雑収入につきましては、職員をまんが王国の方に派遣をいたしておる委託料

が増えたということで、２百数十万円増えておるところでございます。 

それから特別利益の中の補助金収入、１，４００万円余りにつきましては、ボイラー

の修繕に係る補助金でございまして、これが収入としてみてあるところでございます。 

それから、特別損失でございますが、一番下の固定資産圧縮損につきましては、補助

金収入がこのまま損金収入で差引がゼロになるような経理がしてあるところでございま

して、これは減価償却で継続して損金で見ることも可能なわけでございますが、季古里 

につきましては固定資産除却損ということで、１円だけを残した原価につきましてこの

年度で除却損で処理をしてあるところでございます。 

従いまして、この結果、一番下のところでございますが、当期純利益が８５０万円余

りということで前期が１，０００万円の赤字だったわけでございますが、黒字決算をし

たということでございます。 

  前のページの貸借対照表に戻っていただきまして、資産の部でございますが、現金預

金につきましては、１，９４０万円余りということで前期と比べますと１，３１０万円
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余り増えておるところでございます。これは黒字決算に伴いまして、現金預金が増えた

もの、それから後ほど説明いたしますが借入金７００万円余りに伴いまして、現金預金

が増えておるところでございます。 

  続きまして右側の負債でございますが、上から４行目の未払金。前期は１，５００万 

円余りの金額を計上いたしましたが、今期は５００万円余りということで、１，０００

円余り減少しております。前期につきましてはグランドの肥料等が未払いのまま繰り越

しをさせていただきましたが、こうしたものが今期はなくなったということで、１，０

００円余りの減少となっております。 

  それから中段のところでございますが、固定負債ということで、長期借入金が７２７

万６，０００円増えております。この分につきましては、年度途中で資金ショートをし

ないようにということで、長期借入金をされたということでございます。 

  それから純資産の部分でございますが、中段のところ３の利益剰余金の下でございま

すが、繰越利益剰余金前期は１，１００万円余りの△だったわけでございますが、これ

が△の２５６万円まで減ったということで、８５０万円余りの黒字が繰越利益剰余金の

分として経営が改善いたしたものでございます。 

これを受けまして、利益剰余金につきましても前期１００万円余りの赤でございまし

たが、今期は７４３万円ということで、黒の剰余金計算となっておるものでございます。 

以上でホテル季古里の決算を報告させていただきます。 

〔副市長 白川修平 着席〕 

◎議長（葛谷寛徳） 

報告が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

○５番（野村勝憲） 

  ホテル季古里さんのですね宿泊客についてなんですけども、インバウンド作戦が功を

奏したということなんですけれども、前年比と比べてどのくらいの伸び率だったのかと

いうことと、それとどこの国が、おそらく台湾じゃないかと思いますけども、どこの国

が一番利用者が多かったか。この２点をお聞きします。 

◎議長（葛谷寛徳） 

答弁を求めます。 

□副市長（白川修平） 

  ホテル季古里のインバウンドと申しますが、外国人でございますが、平成２４年度が 

２６９名の宿泊でございました。前年度、平成２５年度が１，７０２名、２６年度が２， 

４７４名ということで、７７０名余り増加をしたということでございます。 

  それから主な国別でございますが、２６年度だけで申し上げますと台湾が１，７２１、

香港が８７６、シンガポールが１２３、それからタイが１２４、それからポーランドが

２１、中国が１５、その他が４４ということで、これはドイツ等も含めて世界各国から

おみえになっているところでございます。これは、ツアーではなくて、インターネット
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の方に外国人向けのサイトの方に登録して、それを見て募集してだくというようなお客

様が増えておるということでございます。 

  なお、参考でございますが、今年度２７年度に入りますと、イスラエルとか、アメリ

カの方で、イスラエルから８０、アメリカから２６というような数字がでておりまして、

国もこれまでは台湾、シンガポールというような東南アジア系が主流でございましたが、

全体の流れとしましては、世界各国に広がりつつあるというような認識をいたしておる

ところでございます。 

◎議長（葛谷寛徳） 

他にございませんか。 

○８番（菅沼明彦） 

  ひとつお聞きしたいんですが、レストラン売り上げの関係でございます。前期は１，

２００万。それから今年の決算は１９８万と。いろいろと事業の説明がありましたが、

これについてどう指導されているのかお伺いしたいと思います。 

◎議長（葛谷寛徳） 

答弁を求めます。 

□副市長（白川修平） 

  すぱ～ふるのレストラン部門につきましては、最初、黒内の地元の方にお願いをして

提供をしてみえてから、経営者と申しますか運営者が何回か変わったわけでございます

が、特に２６年度からは、すぱ～ふる直営から委託に移っています。 

これは、社長の発言でございますが、これまで、前期すぱ～ふるの食堂部門で６２０

万円の赤字であったものが、外部委託に切り替えることによって１２０万円の赤字に収

まった。５００万円ほどの経営改善につながったというような報告を受けておるところ

でございます。 

  私どもの方の指導としましては、直営委託に関わらず、中の業務につきまして経営的

に安定をするような運営をしていただきたいということをお願いをしておるわけでござ

いまして、これらのことによりまして、季古里の会社としまして赤字削減のために委託

に切り替えられたものと了解をしておるところでございます。 

○８番（菅沼明彦） 

  分かりましたが、この件につきましていろいろ利用者から苦言がたくさん私の方へ入

っております。特にお年寄りの方がご飯を食べとてもお昼、食べるものがないと。うど

んだけ食べて帰って行くと。そんな話を聞いておりますので、その辺やはり、お風呂へ

入るのも楽しいですが、やはり、食事をするという楽しみも取ってしまうとなかなか、

やはり集客等に繋がっていかんと。この辺やっぱり、一度、レストランの食堂について

前みたいに、お昼、夜と含めてやれるような状況はできないものですかお伺いいたしま

す。 

◎議長（葛谷寛徳） 
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答弁を求めます。 

□副市長（白川修平） 

  この施設につきましては観光施設という位置づけをいたしているところでございます。

これ、福祉施設ということではありません。従いまして私どもとしましては、指定管理

料をどれだけでも減らしたい中で、経営の効率化をお願いしているところでございます。 

  その中で、利用者の減少とサービスの提供の質の低下というものをどこで折り合うの

かということは経営を行う上での一番大切なことだというふうに思っております。 

  そうした意見があることにつきましては、経営者の方にお伝えをさせていただきます

が、判断等につきましては経営者の方の判断に委ねたいというふうに考えております。 

○８番（菅沼明彦） 

  話は、重々分かりますが、私、宇津江のしぶきの湯とすぱ～ふるとよく対比をするん

ですが、今、しぶきの湯は本当にたくさんのお若い方が入浴に来てみえると。かたや、

すぱ～ふるの方は、だんだんとお客さんが減少しておると、やはりその辺がひとつの課

題でないかなと思っておりますが、今の経営者等それから監査の方から何かそのことに

ついて指摘はなかったんですか。 

◎議長（葛谷寛徳） 

答弁を求めます。 

□副市長（白川修平） 

  すぱ～ふるの入館者がお年寄りが多いという傾向につきましては、これは古川町の内

からお年寄りの方に入浴券のサービスを行っていた。特にお年寄りの方に安価にすぱ～

ふるを使っていただきたいというようなことをずっと行ってきたということが前提にご

ざいまして、お年寄りが増えた。それに伴いまして、若い人が来ずらくなってきたとい

うことは、経営者の方から聞いておるところでございます。 

  しかしながら、このお年寄りに対します入浴券を中止するのかどうなのかということ 

は、これ自体は、その福祉政策とともに考えなければいけないことでございまして、今

ほど菅沼議員がおっしゃいましたことは、経営そのものを見直せばもっと若い人に来て

いただけるようなそういう入浴施設に切り替えなければいけないわけでございますが、

そうしたことと、これまで行っていた施策とは相反するものでございますので、総合的

に考えてどうすべきかということを結論を出さなければいけないことだというふうに思

っております。 

◎議長（葛谷寛徳） 

他にございませんか。 

○１７番（籠山恵美子） 

  今、ご意見が出たようにこの特に３社ですね、飛騨市の大きな観光施設の３社ですけ

れども、この間の全協で統合の構想が出たもんですから、余計、私も今回ちょっと厳し

い質問をさせていただきました。 
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  これからの問題は、これからのことで議論していきますけれども、その前提にこのそ

れぞれの３社を行政がどういうふうに分析して検証して評価するかっていうことで、行

政の姿勢が見えてくると思うんですね。 

結局、経営者の判断。あるいは、経営者にお任せしますって言ってても、実際には飛

騨市は大株主ですよ。３社とも。半分以上、株を持ってんですから。そういうことにな

ると、大株主としての意向みたいなものは当然、反映した経営でなければならないはず

から、ただ社長がああ言っている。こう言っている。経営者がこういうあれだから尊重

しますだけでは済んで行かないと思うんですね。そういう市の姿勢だと、統合の構想が

が本当に成功するのかと心配でなりません。 

今回、例えば季古里の収支報告のあれですから、これに絞りますけれども。特にすぱ

ーふるの温泉施設の経営が順調ではないと。なかなか大変だということですので、それ

ぞれ、元々は本当に会社経営をひたすらやってこられた方のプロフェッショナルが経営

者として成り立っているわけではないですからね、この３社とも。大変なご苦労をされ

て頑張ってこられることは重々分かります。だけれども、だからこそ、これ以上どうし

ようもないというところまできてるわけですから、やっぱり、市が何を考え、どういう

ふうに手を貸すか。あるいは、市の意向でもっと経営者が楽に経営できるようことにな

るかってことは大事なことだと思うんですよ。 

  その点で、すぱーふるの経営、この１年間ですね、大変なこんな状態だったことをも 

うちょと、市長の口から聞きたいです。どんなふうに分析されて、これからどういうふ

うに考えておられるのか是非、聞きたいと思います。 

◎議長（葛谷寛徳） 

答弁を求めます。 

△市長（井上久則） 

  この３施設につきましては大変な経営状況にあるということで、ずっと話が出ており 

ますように、トーマツに分析を依頼しまして、その中から統合という話がでてきたわけ

でございますので、いろんな意味ですべてを把握しておるわけでございます。 

 今度、新会社ができる折には、市の考え方もしっかり入れて、市の考え方を理解した

上の社長をしっかり据えて、そして、厳しい者が一緒になるわけでございますので、厳

しさは変わらんと思いますが、それをできるだけ前へ進めるようなそういった施策で運

営をしていきたいというような思いでおるわけでございます。 

  そして、今の３施設につきましては、３年後に指定管理料がいらないようなふうに改

善をしようというようなことで進めておりますので、その結果によって今の３施設の今

後につきましては、しっかりと判断をさしていただきたいというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

◎議長（葛谷寛徳） 

他に質疑はありませんか。 
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（「なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛徳） 

以上で質疑を終結し、報告第７号を終わります。 

 

◆日程第７ 議案第８２号   飛騨市廃屋対策条例の一部を改正する条例について 

から 

日程第２５ 議案第１００号 平成２７年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算 

（補正第１号） 

◎議長（葛谷寛徳） 

日程第７、議案第８２号、飛騨市廃屋対策条例の一部を改正する条例について、から

日程第２５、議案第１００号、平成２７年度飛騨市国民健康保険病院事業会計補正予算、

（補正第１号）までの１９議案につきましては、会議規則第３５条の規定により一括し

て議題といたします。説明を求めます。 

〔市長 井上久則 登壇〕 

△市長（井上久則） 

それでは、議案第９２号から議案第１００号にて提案しております、補正予算の審議

をお願いするに当たり、その概要について説明申し上げます。 

今回の補正予算は、人口減少を克服し飛躍する飛騨市を目指し、それを具現化するた

めに必要な施策について、当初予算を補完し充実を図る事業に係る経費を計上したほか、

国等の補助金内示により事業費に変更が生じたもの、土地開発基金の廃止によるもの、

人事異動に伴う人件費の調整等を計上しております。 

主要な取り組みとして、市民病院の経営健全化を推進するための費用、指定管理施設

経営改善事業に係る費用、また、大雪被害による市有施設の修繕や融雪等により被災し

た市道の災害復旧費等を計上しておるところでございます。 

一般会計歳入の主なものにつきましては、事業の内示などに伴う関連補助金と市債の

調整や土地開発基金の廃止に伴う繰入金でございます。また、不足する財源を前年度繰

越金で調整しております。 

国庫支出金では、国の内示状況に絡み、土木費国庫補助金を１億５，６９１万４，０

００円の減額。県支出金では、地域医療介護総合確保基金補助金として２，８１７万８，

０００円を計上。 

繰入金では、土地開発基金の廃止に伴う繰入金を４億円計上しました。なお、歳出予

算で同額を財政調整基金に積み立てをいたします。 

繰越金では、前年度繰越金として１億２，２５１万円を計上し、不足する財源を調整

しております。 

市債では、土木費に係る国庫補助金の内示状況に鑑み、辺地債４，２００万円、過疎

債４５０万円、合併特例債４,１９０万円を追加して財源調整しました。また、土木施設
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補助災害復旧事業債として８３０万円を計上いたしました。 

一般会計の歳出については、当初予算を補完し、必要な施策に対応するための補正と

しました。そのほか、職員の定期人事異動に伴う人件費の調整を併せて計上しておりま

す。 

総務費では、市民病院の経営健全化に向けた専門コンサルタントの指導を受けるため

の委託料１,２００万円。指定管理施設経営改善事業として、第三セクター３社の経営統

合に向けた各社の株式等価値算定及び飛騨まんが王国の蔵書の充実を図る経費に５００

万円。社会保障・税番号制度対応システム改修事業に必要な経費５５０万８，０００円

を計上いたしました。 

民生費では、認知症グループホーム整備に係る県補助金として２，８１７万８，００

０円を追加。他市町村の保育所に入所する児童数の増加に伴う所要額として８０９万７，

０００円を増額しました。 

衛生費では、下水道事業整備に関して経営に影響を受ける事業者等と締結している合

理化協定に係る民事調停業務委託に必要な経費１１１万４，０００円を計上しておりま

す。 

農林水産業費では、大雪による災害関係として、農業災害対策事業補助金５５５万円、

里山における倒木等の処理に係る特例補助金４５０万円、市が管理する林道の倒木処理

等に１，０００万円を追加しました。 

商工費では、大雪被害等による観光施設の修繕及び雪崩対策等に４，５１６万８，０

００円、観光施設の一般修繕に５２３万２，０００円を計上しました。 

土木費では、市単道路新設改良事業に３，３８７万円、古川土木事務所管内の県単事

業費の増加に伴う市負担金１，１００万円を追加計上しました。また、国庫補助金の内

示に鑑み、社会資本整備総合交付金事業５，０００万円、道（みち）整備（せいび）交

付金事業１，２８０万円、街並み環境整備事業１，０２７万１，０００円をそれぞれ減

額しております。 

消防費では、消防団員退職報償金の確定に伴い、１０３万１，０００円を計上してお

ります。 

教育費では、大雪被害による角川体育館等の修繕に必要な費用として、９２０万円を

計上しております。 

災害復旧費では、融雪等により被災した市道の復旧に必要な費用として、４，４２３

万３，０００円を計上しております。 

今回の補正において、一般会計補正額は５億４，４３５万円の増額、前年度同期に比

べ１０・８％増の、予算総額１８１億６，４３５万円となっております。 

また、特別会計は合計で２５０万３，０００円の増額、企業会計では合計で１７３万

９，０００円の増額となります。 

以上をもちまして、提案説明を終わります。 
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よろしくご審議の上、適切なるご議決を賜りますようにお願い申し上げます。 

〔市長 井上久則 着席〕 

◎議長（葛谷寛徳） 

続いて説明を求めます。 

〔総務部長 小倉孝文 登壇〕 

□総務部長（小倉孝文） 

それでは今回提案させていただきます条例などの概要につきまして説明をいたします。 

議案第８２号、飛騨市廃屋対策条例の一部を改正する条例につきましては、空き屋な

どの対策の推進に関する特別措置法施行に伴い改正を行うものでございます。議案第８

３号、飛騨市積立基金条例の一部を改正する条例につきましては、飛騨市木育事業基金

の新規設置に伴い改正するものです。議案第８４号、飛騨市土地開発基金条例を廃止す

る条例につきましては、基金を活用したと土地の先行取得の必要性が薄れたことに伴い

廃止をするものでございます。議案第８５号、飛騨市国民健康保険条例の一部を改正す

る条例につきましては、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定

に関する政令の改正に伴い改正をするものでございます。議案第８６号、飛騨市介護保

険条例の一部を改正する条例につきましては、介護保険法等の改正に伴う低所得者の第

１号保険料軽減強化を行うために改正をするものでございます。議案第８７号、飛騨市

使用料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、飛騨市古川町森林公園管理棟の

用具使用料等の改正に伴い、改正を行うものでございます。議案第８８号、飛騨市種蔵

山里の暮らし体験施設条例の一部を改正する条例につきましては、飛騨市種蔵山里の暮

らし体験施設の使用料を変更するために改正をするものでございます。議案第８９号、 

財産の出資につきましては、株式会社飛騨の森でクマは踊るに対しまして、財産、土地

を出資するものでございます。議案第９０号、民事調停の申立てにつきましては、合理

化事業計画により実施してきた転換業務につきまして、競争入札を含む契約制度により

実施することとしたいため、相手方に対しまして同制度について説明をするものでござ

います。議案第９１号、飛騨市克雪住宅整備補助金に関する条例を廃止する条例につき

ましては、事業目的達成に伴い廃止するものでございます。 

以上よろしくお願いいたします。 

〔総務部長 小倉孝文 着席〕 

◎議長（葛谷寛徳） 

以上で、条例の一部改正、平成２７年度補正予算等の提案説明が終わりました。ただ

今提案説明のありました議案第８２号から議案第１００号までの１９案件につきまして

は、６月２２日、２３日、２４日の３日間、質疑を予定しております。質疑のある方は、

発言通告書によりお願いいたします。 

なお、質疑、一般質問の発言通告書は、６月１５日、月曜日、午前１０時が締切りと

なっておりますのでお願いいたします。 



21 

 

ここでお諮りいたします。議案精読のため、６月１２日から６月２１日までの１０日

間を休会といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

◎議長（葛谷寛徳） 

ご異議なしと認めます。よって、６月１２日から６月２１日までの１０日間は、議案

精読のため休会とすることに決定をいたしました。 

◆散会 

◎議長（葛谷寛徳） 

以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。会議を閉じ、散会とい

たします。 

 

（ 散会 午前１１時１３分 ） 
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